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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第78期

第２四半期
連結累計期間

第79期
第２四半期
連結累計期間

第78期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 58,576 55,346 117,295

経常利益 (百万円) 1,694 1,516 3,673

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,138 1,138 2,451

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 990 1,198 3,075

純資産額 (百万円) 39,504 41,829 41,586

総資産額 (百万円) 118,953 121,233 121,598

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 59.49 59.50 128.15

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 33.2 34.5 34.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,990 △11,435 4,173

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,765 △724 △1,175

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 8,543 7,169 △846

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 20,832 20,247 25,235
 

 

回次
第78期

第２四半期
連結会計期間

第79期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期
純利益

(円) 29.60 23.61
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

３ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。

 

２ 【事業の内容】

 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な

関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

 「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

 

１ 【事業等のリスク】

 

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。

 なお、重要事象等は存在していない。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首より適用しているが、収益認識会計基準等の適用が財政状態及び経営成績に与える影響の詳細については、

「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　（会計方針の変更等）及び（セグメント情報等）　セ

グメント情報　３　報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりである。

 

　(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、これまでで最大規模の新型コロナウイルス感染症第５波の

影響があったものの、ワクチン接種が進んだこともあり、急激に感染者数が減少し、４月に発出された緊急事態

宣言及びまん延防止等重点措置が９月30日をもって全都道府県で解除されるなど、通常の経済活動再開に向け、

明るい兆しが見えてきた。一方、国内建設市場においては、海外市場の停滞に伴う国内回帰により、競争が激化

しつつあり、引き続き先行き厳しい見通しとなっている。

当社グループは2019年５月に策定した「中期５ヵ年計画（2019～2023）」の施策を推進し、建設業の枠を拡

げ、社会に潜在する多様なニーズや未解決の課題を読み取り、それらを解決する能力（スマートソリューション

サービス）を備えた事業を数多く展開することで、新たな未来社会「Society 5.0」を多様な人々と共に創って

いくためのプラットフォーム「New　Business　Contractor」の形成を目指している。

このような状況のもと、当社グループの財政状態及び経営成績は以下のとおりとなった。

 
（財政状態）

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、資産は、現金預金49億円の減少等並びに完成工事高の増加等によ

る受取手形・完成工事未収入金等36億円の増加等により、前連結会計年度末比３億円減の1,212億円となった。

負債は、未成工事受入金11億円の減少及びＪＶ工事代金の他社配分等による預り金54億円の減少等並びに借入

金76億円の純増等により、前連結会計年度末比６億円減の794億円となった。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益11億円の計上及び2021年３月期株式配当金９億円の支払い等に

より、前連結会計年度末比２億円増の418億円となった。

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.3ポイント増の34.5％となった。

今後も自己資本の充実を図りつつ新規事業を含めた事業投資を行うことで、将来的な収益基盤の拡充に向けた

戦略推進を加速させていく。

 
（経営成績）

　当第２四半期連結累計期間の連結業績については、売上高は553億円（前年同四半期連結累計期間比5.5％

減）、営業利益は16億円（前年同四半期連結累計期間比14.6％減）、経常利益は15億円（前年同四半期連結累計

期間比10.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億円（前年同四半期連結累計期間比0.0％増）と

なった。

なお、当社グループの売上高は、下半期、特に第４四半期連結会計期間に集中する傾向があることから、業績

に季節的変動がある。
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報告セグメント別の業績は、次のとおりである。

　

(土木事業)

土木事業については、前年同期と比べ最盛期を迎えた工事が少ないこと等により、完成工事高は297億円

(前年同四半期連結累計期間比11.1％減)、セグメント利益は18億円（前年同四半期連結累計期間比35.2％

減）となった。

 
(建築事業)

建築事業については、工事が順調に進捗し、完成工事高は219億円(前年同四半期連結累計期間比1.9％

増)、セグメント利益は７億円（前年同四半期連結累計期間は１億円の損失）となった。

 
(開発事業等)

開発事業等については、保有資産の売却等により、開発事業等売上高は36億円(前年同四半期連結累計期間

比2.4％増)、セグメント利益は２億円（前年同四半期連結累計期間比109.1％増）となった。

 
（注） 報告セグメント別の記載において、売上高については「外部顧客への売上高」の金額を記載しており、

セグメント利益については四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
　

　(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の四半期末残高は、

前連結会計年度末に比べ49億円減少し、202億円となった。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に

比較して税金等調整前四半期純利益の計上等の資金増加項目はあるものの、主に売上債権の増加36億円（前

年同四半期連結累計期間は７億円の減少）、未収消費税等の増加12億円（前年同四半期連結累計期間は１億

円の減少）及び未成工事受入金の減少11億円（前年同四半期連結累計期間は９億円の減少）、ＪＶ工事代金

の他社配分等による預り金の減少54億円（前年同四半期連結累計期間は35億円の減少）等といった資金減少

項目等により114億円の資金減少（前年同四半期連結累計期間は89億円の資金減少）となった。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支

出４億円（前年同四半期連結累計期間は14億円）等により７億円の資金減少（前年同四半期連結累計期間は

17億円の資金減少）となった。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額84億円

（前年同四半期連結累計期間は81億円）、長期借入れによる収入17億円（前年同四半期連結累計期間は119億

円）及び長期借入金の返済による支出21億円（前年同四半期連結累計期間は105億円）等により71億円の資金

増加（前年同四半期連結累計期間は85億円の資金増加）となった。

 

　(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

 

　(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は446百万円であった。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動について重要な変更はない。
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３ 【経営上の重要な契約等】

 

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,310,436 19,310,436
東京証券取引所
市場第一部

 単元株式数 100株

計 19,310,436 19,310,436 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

該当事項なし

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 

該当事項なし

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項なし

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

― 19,310,436 ― 5,519 ― 2,980
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(5) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 2,176 11.32

株式会社日本カストディ銀行（信

託口）
東京都中央区晴海１－８－12 1,053 5.48

トビシマ共栄会 東京都港区港南１－８－15 1,011 5.26

飛島建設株式会社自社株投資会 東京都港区港南１－８－15 426 2.22

山内 正義 千葉県浦安市 378 1.97

ＲＥ ＦＵＮＤ １０７－ＣＬＩ

ＥＮＴ ＡＣ

 （常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT

KW 13001

 

（東京都新宿区新宿６－27－30）

313 1.63

ＣＧＭＬ　ＰＢ　ＣＬＩＥＮＴ　

ＡＣＣＯＵＮＴ／ＣＯＬＬＡＴＥ

ＲＡＬ

（常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

CITIGROUP CENTRE,CANADA SQUARE,CANARY

WHARF,LONDON E14 5LB

 

（東京都新宿区新宿６－27－30）

297 1.55

宮本　雅史 東京都渋谷区 257 1.34

ＢＢＨ ＬＵＸ／ＤＡＩＷＡ Ｓ

ＢＩ ＬＵＸ ＦＵＮＤＳ ＳＩ

ＣＡＶ － ＤＳＢＩ ＪＡＰＡ

Ｎ ＥＱＵＩＴＹ ＳＭＡＬＬ 

ＣＡＰ ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＶＡ

ＬＵＥ

（常任代理人株式会社三井住友銀

行）

80 ROUTE D'ESCH LUXEMBOURG LUXEMBOURG

L-1470

 

 

 

（東京都千代田区丸の内１－１－２）

200 1.04

ＤＦＡ　ＩＮＴＬ　ＳＭＡＬＬ　

ＣＡＰ 　ＶＡＬＵＥ 　ＰＯＲＴＦ

ＯＬＩＯ

（常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

PALISADES WEST 6300,BEECAVE ROAD

BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US

 

（東京都新宿区新宿６－27－30）

199 1.04

計 ― 6,312 32.82
 

(注) １ 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式77,689株を控除して計算して

いる。なお、当該自己株式には、株式給付信託（ＢＢＴ）にかかる信託口が保有する当社株式102,900株を含め

ていない。
 

２ 2021年８月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラスト・

アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2021年７月30

日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年９月30日現在における実質

所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

三井住友トラスト・アセッ
トマネジメント株式会社

東京都港区芝公園１－１－１ 758 3.93

日興アセットマネジメント
株式会社

東京都港区赤坂９－７－１ 259 1.34

計 ― 1,017 5.27
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

77,600 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 18,717,000 187,170 ―

単元未満株式 普通株式 515,836 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  19,310,436 ― ―

総株主の議決権 ― 187,170 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）及び株式給付

信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式が102,900株（議決権1,029個）含まれている。

また、「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10株含まれている。

２ 「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式が89株含まれているが、当該自己株式数は株式名簿上の株式

数であり、実質的に所有していない株式が80株ある。

 

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
飛島建設株式会社

東京都港区港南１－８－15 77,600 ― 77,600 0.40

計 ― 77,600 ― 77,600 0.40
 

(注) 株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式102,900株は、上記自己保有株式に含まれていない。

 

２ 【役員の状況】

 

該当事項なし
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 25,439 20,455

  受取手形・完成工事未収入金等 52,294 55,939

  販売用不動産 1,043 668

  未成工事支出金等 1,903 2,074

  開発事業等支出金等 6,196 6,614

  その他 7,171 7,791

  貸倒引当金 △7 △2

  流動資産合計 94,041 93,541

 固定資産   

  有形固定資産 19,236 19,009

  無形固定資産 1,096 1,085

  投資その他の資産   

   その他 7,424 7,797

   貸倒引当金 △200 △200

   投資その他の資産合計 7,223 7,596

  固定資産合計 27,556 27,691

 資産合計 121,598 121,233
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 26,246 25,694

  短期借入金 5,249 ※１  13,871

  未成工事受入金 6,459 5,320

  預り金 22,236 16,754

  完成工事補償引当金 364 354

  工事損失引当金 272 147

  その他 3,267 2,224

  流動負債合計 64,097 64,367

 固定負債   

  長期借入金 ※２  14,943 ※２  14,021

  役員株式給付引当金 27 37

  役員退職慰労引当金 59 31

  退職給付に係る負債 73 40

  その他 811 905

  固定負債合計 15,915 15,036

 負債合計 80,012 79,403

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,519 5,519

  資本剰余金 6,237 6,237

  利益剰余金 29,354 29,540

  自己株式 △577 △579

  株主資本合計 40,534 40,717

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 714 779

  為替換算調整勘定 1 4

  退職給付に係る調整累計額 329 319

  その他の包括利益累計額合計 1,044 1,104

 非支配株主持分 7 8

 純資産合計 41,586 41,829

負債純資産合計 121,598 121,233
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高   

 完成工事高 55,027 51,712

 開発事業等売上高 3,549 3,633

 売上高合計 58,576 55,346

売上原価   

 完成工事原価 49,716 46,655

 開発事業等売上原価 3,093 2,973

 売上原価合計 52,810 49,629

売上総利益   

 完成工事総利益 5,310 5,057

 開発事業等総利益 455 660

 売上総利益合計 5,766 5,717

販売費及び一般管理費 ※１  3,859 ※１  4,089

営業利益 1,907 1,628

営業外収益   

 受取配当金 20 15

 投資事業組合運用益 － 20

 雇用調整助成金 50 －

 その他 58 26

 営業外収益合計 129 62

営業外費用   

 支払利息 120 89

 その他 221 85

 営業外費用合計 341 174

経常利益 1,694 1,516

特別利益   

 関係会社株式売却益 － 91

 その他 － 0

 特別利益合計 － 92

特別損失   

 固定資産売却損 5 －

 投資有価証券評価損 － 23

 その他 1 4

 特別損失合計 6 28

税金等調整前四半期純利益 1,688 1,580

法人税、住民税及び事業税 545 330

法人税等調整額 4 112

法人税等合計 550 442

四半期純利益 1,138 1,138

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,138 1,138
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 1,138 1,138

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △184 65

 為替換算調整勘定 △3 4

 退職給付に係る調整額 40 △9

 その他の包括利益合計 △147 59

四半期包括利益 990 1,198

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 990 1,197

 非支配株主に係る四半期包括利益 △0 0
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 1,688 1,580

 減価償却費 426 439

 のれん償却額 34 63

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △5

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △30 △125

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △211 △17

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △262

 受取利息及び受取配当金 △22 △16

 支払利息 120 89

 為替差損益（△は益） 1 3

 雇用調整助成金 △50 －

 投資有価証券売却損益（△は益） － △0

 投資有価証券評価損益（△は益） － 23

 投資事業組合運用損益（△は益） － △20

 関係会社株式売却損益（△は益） － △91

 売上債権の増減額（△は増加） 751 △3,639

 販売用不動産の増減額（△は増加） 617 375

 未成工事支出金等の増減額（△は増加） △432 △171

 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） △1,149 △422

 未収消費税等の増減額（△は増加） 118 △1,205

 未収入金の増減額（△は増加） 2,093 577

 その他の資産の増減額（△は増加） △104 △148

 仕入債務の増減額（△は減少） △6,103 △558

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △919 △1,139

 開発事業等受入金の増減額（△は減少） △784 △37

 預り金の増減額（△は減少） △3,575 △5,479

 未払消費税等の増減額（△は減少） 60 △752

 その他の負債の増減額（△は減少） △287 △213

 その他 14 77

 小計 △7,744 △11,076

 利息及び配当金の受取額 21 16

 利息の支払額 △116 △89

 雇用調整助成金の受取額 30 －

 法人税等の支払額 △1,181 △285

 営業活動によるキャッシュ・フロー △8,990 △11,435
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △7,000 －

 有価証券の償還による収入 7,000 －

 有形固定資産の取得による支出 △1,461 △452

 無形固定資産の取得による支出 △73 △122

 投資有価証券の取得による支出 △259 △127

 投資事業組合からの分配による収入 － 127

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △145

 貸付けによる支出 △1 △0

 貸付金の回収による収入 17 6

 その他 14 △9

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,765 △724

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 8,161 8,499

 長期借入れによる収入 11,910 1,785

 長期借入金の返済による支出 △10,538 △2,111

 配当金の支払額 △961 △961

 その他 △27 △42

 財務活動によるキャッシュ・フロー 8,543 7,169

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,217 △4,988

現金及び現金同等物の期首残高 23,050 25,235

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,832 20,247
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

重要な変更なし

 

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。

　これにより、従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基

準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、第１四半期連結会計期間より、一定の期間にわた

り充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわた

り収益を認識することとした。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生した

費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識している。また、履行義務を充足するま

での期間がごく短い場合は、履行義務を充足した時点で収益を認識している。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど

すべての収益を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き

(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契

約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利

益剰余金に加減している。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が132百万円減少し、売上原価が同額減少している。また、利益

剰余金の当期首残高に増減はない。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号　2020年３月31日)第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していな

い。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はな

い。

 
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

該当事項なし
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(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

（取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要）

 １ 取引の概要

当社は、取締役（社外取締役を除く）を対象に業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit

Trust））」（以下「本制度」という。）を2019年度より導入している。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及

び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主

の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上とそれによる企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的

としている。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信

託」という。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社

株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）が本信託を通じて給付される業績連動型株

式報酬制度である。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となる。

 ２ 信託に残存する当社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度115百万円（102千株）、当第２四半

期連結会計期間115百万円（102千株）である。

 
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１ ※２ シンジケーション方式タームローン契約

前連結会計年度（2021年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間（2021年９月30日）

当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約（総額10,000百万円）を締結しているが、当該

契約には、下記の通り財務制限条項が付されている。
　

① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年３月決算期末日における連

結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の

部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

② 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年３月決算期末日における単

体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の

部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにする

こと。

④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにする

こと。

　

２ ※１ 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うためコミットメントライン契約を締結している。前連結

会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。　

  
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

契約極度額 5,000百万円 5,000百万円

借入金実行残高 － 1,600 

差引額 5,000 3,400 
 

 

EDINET提出書類

飛島建設株式会社(E00063)

四半期報告書

17/24



 

(四半期連結損益計算書関係)

１ ※１ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

役員株式給付引当金繰入額 9百万円 9百万円

従業員給料手当 1,686  1,699 

退職給付費用 54 42 

役員退職慰労引当金繰入額 2 0 
 

　

２ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) 及び当第２四半期連結累計期間(自 2021年４

月１日　至 2021年９月30日)

   当社グループの完成工事高は、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１

四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高

が著しく多くなるといった季節的変動がある。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金預金勘定 21,023百万円 20,455百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△182 △197 

株式給付信託別段預金
（ＢＢＴ）

△8 △11 

現金及び現金同等物 20,832 20,247 
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 961 50.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

(注)　2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式に

対する配当金５百万円が含まれている。

 
 ２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項なし
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 961 50.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
 

(注)　2021年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式に

対する配当金５百万円が含まれている。
　

 ２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項なし

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

　１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  （単位：百万円）

 土木事業 建築事業 開発事業等 計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

売上高       

  外部顧客への売上高 33,498 21,528 3,549 58,576 － 58,576

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

－ － 61 61 △61 －

計 33,498 21,528 3,611 58,638 △61 58,576

セグメント損益 2,913 △117 135 2,932 △1,024 1,907
 

(注) １ セグメント損益の調整額△1,024百万円には、セグメント間取引消去△61百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△963百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費で

ある。

２ セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

　２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　該当事項なし
 

(のれんの金額の重要な変動)

　重要な変動なし
 

(重要な負ののれん発生益)

　該当事項なし
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

　１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

  （単位：百万円）

 土木事業 建築事業 開発事業等 計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

売上高       

 官公庁 20,716 6,377 13 27,108 － 27,108

 民間 9,058 15,559 3,105 27,723 － 27,723

 顧客との契約から
 生じる収益

29,775 21,937 3,119 54,832 － 54,832

 その他の収益 － － 514 514 － 514

 外部顧客への売上高 29,775 21,937 3,633 55,346 － 55,346

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

－ 28 122 150 △150 －

計 29,775 21,965 3,756 55,497 △150 55,346

セグメント利益 1,887 712 284 2,884 △1,256 1,628
 

(注) １ セグメント利益の調整額△1,256百万円には、セグメント間取引消去等△150百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,105百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理

費である。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

　２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　該当事項なし
 

(のれんの金額の重要な変動)

　重要な変動なし
 

(重要な負ののれん発生益)

　該当事項なし

 
３ 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更している。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「土木事業」の売上高は48百万円減少し、

「建築事業」の売上高は84百万円減少し、「開発事業等」の売上高に増減はない。また、各事業共に、セグメント

利益に増減はない。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりである。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

 
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

 １株当たり四半期純利益 59.49円 59.50円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 1,138 1,138

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益（百万円）

1,138 1,138

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,133 19,131
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めている。

  なお、自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間177千株、当第２四半期連結累計期間 179千

株であり、このうち株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累

計期間105千株、当第２四半期連結累計期間102千株である。

　

２ 【その他】

 

該当事項なし
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2021年11月11日

飛 島 建 設 株 式 会 社

 取  締  役  会  御中
 

 
有限責任監査法人 トーマツ

 東 京 事 務 所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 滝   沢   勝   己 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 草   野   耕   司 印

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている飛島建設株式会

社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、飛島建設株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

　

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管している。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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